
【資料４】

協議事項②

令和９年度地域間幹線系統確保維持計画の

策定等について

令和８年度 第１回福崎町地域公共交通活性化協議会

令和８年６月１７日（水）





様式第１－１（日本産業規格Ａ列４番）

福 ま ち 第 号

令 和 ８ 年 ６ 月 日

国土交通大臣 殿

氏名又は名称 福崎町地域公共交通活性化協議会

住 所 兵庫県神崎郡福崎町南田原 3116-1

代 表 者 氏 名 会長 （ 会 長 氏 名 ）

地域公共交通計画認定申請書

地域公共交通計画のうち、地域公共交通確保維持事業に係る計画を別紙のとおり定

めたので、関係書類を添えて申請します。

※本申請書に、記載すべき事項を全て記した地域公共交通計画を添付すること。

1



補助要綱規定事項一覧表

自治体名：福崎町

計画名称：福崎町地域公共交通計画

【幹線系統】 地域公共交通計画での記載箇所（頁）

（第１号関係）
地域公共交通確保維持事業により運行を
確保・維持する運行系統の地域の公共交
通における位置付け・役割

P.47「地域公共交通計画確保維持事業の対象路線の位置付けと役
割」
P.48「本町内のバス交通運行ルートと地域公共交通確保維持事業
対象路線」

（第２号関係）
上記を踏まえた地域公共交通確保維持事
業の必要性

P.資－14「補助対象路線の必要性」

（第３号関係）
地域公共交通確保維持事業により運行を
確保・維持する運行系統に係る事業及び
実施主体の概要

P.47「実施主体」「事業内容」
P.資料－13「地域公共交通の運行概要と補助対象系統について」

（第４号関係）
地域公共交通計画の区域内全体における
地域旅客運送サービスの利用者の数、収
支、費用に係る国又は地方公共団体の支
出の額その他の定量的な目標・効果及び
その評価手法

・利用者の数：P.64、P.資－7「路線バス利用者数」
・収支：P.64、P.資－5～P.資－6「バス交通収支率」
・公的資金投入額：P.64、P.資－3～P.資－4「バス利用者1人当
たりの行政補助額」

補助要綱第７条第
１項に規定する事

項
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別 紙（地域間幹線系統）

令和８年６月 日

（名称）福崎町地域公共交通活性化協議会

１．地域公共交通確保維持事業に係る目的・必要性

本町を運行する路線バス（①姫路駅前～江鮒団地・西光寺～福崎駅前、②姫路駅前～

南大貫～北条営業所）は、姫路駅前から福崎町内を経由して福崎駅前または北条営業所

（加西市）を結ぶことで、地域間を移動する幹線的な役割を有しており、沿線住民の買

い物や通勤・通学等の移動手段としての役割を担っている。また、沿線の福崎町や姫路

市北部、加西市西部は過疎化が進展している地域であるが、当該路線に接続するコミュ

ニティバス等が支線の役割を果たすことで、それらの交通不便地域の解消に寄与してお

り、公共交通ネットワークの構築にあたっても重要な役割を担っている。

しかしながら、人口減少と自家用車の普及により利用者が減少するなか、交通事業者

の運営努力だけでは路線の維持が難しいため、地域公共交通確保維持事業により運行を

確保・維持することで、住民の生活交通手段を存続させていくことが必要である。

２．地域公共交通確保維持事業の定量的な目標・効果

（１）事業の目標

①姫路駅前～江鮒団地・西光寺～福崎駅前 3人／日以上

②姫路駅前～南大貫～北条営業所 2人／日以上

（福崎町地域公共交通計画 P64 及び資料編 P6 に準じる。）

（２）事業の効果

路線バスを維持することにより、福崎町を含む沿線住民の日常生活に必要不可欠な移

動手段が確保される。また、広域的な幹線・支線のネットワークが連携することで、効

率的な運行体系が実現できる。さらには、外出促進・地域活性化にもつながる。

３．２．の目標を達成するために行う事業及びその実施主体

・系統や便数、運行ダイヤの見直し（実施主体：事業者）

・並走路線の再編による需要の集約（実施主体：事業者）

・時刻表の作成及び対象地区や企業への配布（実施主体：福崎町）

４．地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び

運送予定者

「表１」を添付。

５．地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額

「表２」を添付。

地域公共交通確保維持事業によって運行の維持を図る各路線について、その運行に係

る費用に対し、福崎町から運行事業者への補助金額については、運行収入及び国庫補助

金を運行費用から差し引いた差額を、系統キロ程に対する福崎町のキロ程の割合に応じ

て負担することとしている。

６．２．の目標・効果の評価手法及び測定方法

・バス事業者保有のデータによる

７．別表１の補助対象事業の基準ホただし書に基づき、協議会が平日１日当たりの

運行回数が３回以上で足りると認めた系統の概要
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別 紙（地域間幹線系統）

【地域間幹線系統のみ】

※該当なし

８．別表１の補助対象事業の基準ニに基づき、協議会が「広域行政圏の中心市町村

に準ずる生活基盤が整備されている」と認めた市町村の一覧

【地域間幹線系統のみ】

「表４」を添付。

９．生産性向上の取組に係る取組内容、実施主体、定量的な効果目標、実施時期

及びその他特記事項

【地域間幹線系統のみ】

別添「地域公共交通確保維持事業の生産性を向上させる取組内容」のとおり

10．地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要

【地域内フィーダー系統のみ】

※該当なし

11．車両の取得に係る目的・必要性

【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けよ

うとする場合のみ】

補助対象路線を走行している車両の老朽化が進んでおり、早急な買い換えが必要とな

っていたことから、利用者の安全性確保のために令和６年度で４両を新規購入し、更新

を行なっている。引き続き補助することで路線の維持に寄与し、住民の日常生活手段を

存続させていく。

12．車両の取得に係る定量的な目標・効果

【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けよ

うとする場合のみ】

（１）事業の目標

②姫路駅前～南大貫～北条営業所 2人／日以上

（福崎町地域公共交通計画 P64 及び資料編 P6 に準じる。）

（２）事業の効果

車両を計画的にノンステップバス等のバリアフリーに対応した車両を導入することに

より、安全な運行につながるとともに、子どもから高齢者、障がいのある方がバスに乗

りやすい環境整備につながる。

13 車両の取得計画の概要及び車両の取得を行う事業者又は地方公共団体、要する費

用の総額、負担者とその負担額【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式

車両購入費国庫補助金を受けようとする場合のみ】

「表６」「表７」を添付。

なお、地域公共交通確保維持事業によって運行を維持する路線の車両の取得について、

購入費用総額（見込）22,989 千円/台のうち、福崎町から運行事業者への補助金額につい

ては、補助対象経費の限度額（15,000 千円/台）から国庫補助金を差し引いた差額を、沿

線市町で按分し負担することとしている。
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別 紙（地域間幹線系統）

【本計画に関する担当者・連絡先】

（住 所）兵庫県神崎郡福崎町南田原 3116-1

（所 属）福崎町まちづくり課

（氏 名）奥平 大地

（電 話）0790-22-0560

（e-mail）machi@town.fukusaki.lg.jp

14．老朽更新の代替による費用の削減等による地域公共交通確保維持事業における

収支の改善に係る計画（車両の代替による費用削減等の内容、代替車両を活用

した利用促進策）

【公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けようとする場合のみ】

※該当なし

15．貨客混載の導入に係る目的・必要性

【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】

※該当なし

16．貨客混載の導入に係る定量的な目標・効果

【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】

（１）事業の目標

※該当なし

（２）事業の効果

※該当なし

17．貨客混載の導入に係る計画の概要、要する費用の総額、内訳、負担者及び負担

額【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】

※該当なし

18．協議会の開催状況と主な議論

・令和６年６月 18 日 令和７年度地域公共交通確保維持事業に係る計画について協議・

承認

・令和７年６月 18 日 令和８年度地域公共交通確保維持事業に係る計画について協議・

承認

・令和８年６月 17 日 令和８年度地域公共交通確保維持事業に係る計画変更及び令和９

年度地域公共交通確保維持事業に係る計画について協議

19．利用者等の意見の反映状況

バスの利用者の声を踏まえ、ダイヤ改正を実施するなど利用者の意見を運行計画の見直

し等に反映している。
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令和９年度

※令和10年度、令和11年度については、令和８年度事業から　土日・祝日の日数による運行回数等の違いを除き、変更がないため省略

(4)
姫路駅前～病院・江
鮒団地～福崎駅前

（4）
1,445.0

(7)
姫路駅前～南大貫～

北条営業所（7） 2,053.5

3,498

（注）

１．本表に記載する運行予定系統を示した地図（運行予定系統が熊本地震被災市町村における応急仮設住宅の１キロメートル以内を経由することを図示したものを含む）を添付すること。

表１　地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運行予定者（地域間幹線系統）

合　　　　　計

２．「特例措置」には、地域公共交通再編実施計画の認定を受け、地域間幹線系統に係る特例措置の適用を受ける場合には「１」を、平成２９年８月２日改正附則第２条の規定に
該当する場合には「２」を、補助金交付要綱別表２　５．ただし書きに該当する場合には「３」を記載する。

３．補助対象期間の計画と比較し、翌年度及び翌々年度の計画が同じ若しくは曜日の違いによる運行回数以外に変更がない場合については、その旨を記載することで足りるもの
とする。　（ 記載例 「令和○年度、令和○年度については、令和○年度事業から　土日・祝日の日数による運行回数等の違いを除き、変更がないため省略」）

都道府県
（市区町

村）
運行予定者名

運行系統名
（申請番号）

確保維持事
業に要する
国庫補助額

（千円）

特
例
措
置

兵庫県
（福崎町）

神姫バス株式会社

1
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表２　地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額（地域間幹線系統用）

令和 9 年度

１．申請事業者の概要

R7

％

R6

％

R5

％

（補助対象事業者の「基準期間※を最終年度とする連続した過去３年間」における実車走行キロ当たり経常費用等）

※「基準期間」とは、補助対象期間の前々年度の補助対象期間をいう。

２．キロ当たり補助対象経常費用及び経常収益

３．旅客運賃の上限変更認可状況

当 年度 3 ／３

前 年度 2 ／３

前々 年度 1 ／３

事業者名 神姫バス株式会社

乗合バス事業

営業収益 10,827,028千円 営業外収益 75,596千円 経常収益（イ） 10,902,624千円

営業費用 11,707,862千円 営業外費用 11,818千円 経常費用（ロ） 11,719,680千円

営業損益 △ 880,834千円 営業外損益 63,778千円 経常損益 △ 817,056千円

経常収支率 93.02 

乗合バス事業

営業収益 10,092,381千円 営業外収益 39,808千円 経常収益（イ’） 10,132,189千円

営業費用 11,328,571千円 営業外費用 20,915千円 経常費用（ロ’） 11,349,486千円

営業損益 △ 1,236,190千円 営業外損益 18,893千円 経常損益 △ 1,217,297千円

経常収支率 89.27 

乗合バス事業

営業収益 9,255,516千円 営業外収益 20,953千円 経常収益（イ”） 9,276,469千円

営業費用 10,699,346千円 営業外費用 8,954千円 経常費用（ロ”） 10,708,300千円

営業損益 △ 1,443,830千円 営業外損益 11,999千円 経常損益 △ 1,431,831千円

経常収支率 86.62 

補助ブロック名

補助対象事業者の実車走行キロ当たり経常費
用

（基準期間の前々年度）　
ロ”÷ハ”＝ａ

補助対象事業者の実車走行キロ当たり
経常費用

（基準期間の前年度）　
ロ’÷ハ’＝ｂ

補助対象事業者の実車走行キロ当たり経
常費用

　（基準期間）
ロ÷ハ＝ｃ

北近畿 454円.82銭 486円.53銭 511円.32銭 

京阪神 454円.82銭 486円.53銭 511円.32銭 

補助ブロック名
補助対象事業者の実車走行キロ当たり

経常費用
(a+b+c)/3= ニ

地域キロ当たり
標準経常費用

ホ

キロ当たり経常費用
ニとホのいずれか少ない額

ヘ

キロ当たり経常費用の差
二－ヘ = ケ

キロ当たり経常収益
イ÷ハ=ト

北近畿 484円.22銭 446円.82銭 446円.82銭 37円.40銭 475円.67銭 

京阪神 484円.22銭 589円.52銭 484円.22銭 475円.67銭 

補助ブロック名 認可日 認可を受けた補助対象期間

補助金交付要綱
別表２（注）４．の

適用割合
フ

改定率
コ

北近畿・京阪神 2023年10月30日 基準期間の

基準期間の 28.61%

基準期間の

補助対象期間の

前々年度(基準期間
※

)の
損益状況

補助対象期間の
前々年度の

実車走行キロ（ハ）
22,920,097.0 ㎞

基準期間の前年度の
損益状況

基準期間の前年度の
実車走行キロ（ハ’）

23,327,301.0 ㎞

基準期間の前々年度の
損益状況

基準期間の前々年度の
実車走行キロ（ハ”）

23,543,645.0 ㎞

1
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神姫バス株式会社

負担
割合

負担
割合

負担
割合

負担
割合

4 OK

7.7% 50.3% 42.0%

7.7% 50.3% 42.0%

7 OK

7.8% 50.5% 41.7%

7.8% 50.5% 41.7%

7.8% 50.5% 41.7%

7.8% 50.5% 41.7%

ウの負担者とその負担割合

都道府県 市区町村 その他の者 事業者自己負担

カ－ヨ＝タ カ×9/20＝レ ソ ソ×ヲ＝ツ ソ×ヲ’＝ツ’
ツ×みなし運行回数
／①計画運行回数＝

ネ
ナ ナ×1/2＝ラ ニ×ワ－ヨ＝ム ム－ラ＝ウ 負担額 負担額 負担額 負担額

15,349,351円 13,066,931円 13,066,931円 13,066,931円 13,066,931円 13,066 千円 6,533.0千円 17,779,876円 11,246,876円 

姫路市 10,176,525円 10,176 千円 5,088.0千円 13,846,967円 8,758,967円 678,400円 4,409,600円 3,670,967円 

福崎町 2,890,274円 2,890 千円 1,445.0千円 3,932,730円 2,487,730円 192,666円 1,252,334円 1,042,730円 

29,471,369円 25,151,861円 25,151,861円 25,151,861円 25,151,861円 25,151 千円 12,575.5千円 34,149,761円 21,574,261円 

姫路市 14,714,593円 14,714 千円 7,357.0千円 19,978,634円 12,621,634円 980,933円 6,376,067円 5,264,634円 

福崎町 4,106,292円 4,106 千円 2,053.5千円 5,575,289円 3,521,789円 273,800円 1,779,700円 1,468,289円 

加西市 6,330,723円 6,330 千円 3,165.0千円 8,595,494円 5,430,494円 422,000円 2,743,000円 2,265,494円 

計 44,820,720円 38,218,792円 38,218,792円 38,218,407円 38,218,792円 38,216 千円 19,108.5千円 51,929,114円 32,820,614円 2,547,799円 16,560,701円 13,712,114円 

補
助
ブ
ロ
ッ
ク
名

申請
番号

特例
措置

補助対象経常
費用から経常

収益を控除した額

補助対象経費
の限度額

タ又はレのうちいず
れか少ないほうの

額

ソのうち補助ブロッ
ク外乗入部分、同

一補助ブロック都道
府県外乗入部分及
び他路線との競合
部分以外に係るも

の

ソのうち補助ブロッ
ク外乗入部分及び
同一補助ブロック都
道府県外乗入部分

以外に係るもの

計画平均乗車
密度が5人
未満の路線

補助対象経費 計画額
経常費用から

経常収益を控除
した額

損失額から国庫補
助額を控除した額

「その他の者」の
具体的概要

1
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４．補助対象系統ごとに要する費用、負担者とその負担割合 神姫バス株式会社

②
①×②
＝③

（平均） （平均） （平均） （平均） （平均）

21.7km 

21.7km 16.9km 

21.7km 4.8km 

（平均） （平均） （平均） （平均） （平均）

29.4km 

29.4km 17.2km 

29.4km 4.8km 

29.4km 7.4km 

（平均） （平均） （平均） （平均） （平均）

51.1km 

神姫バス株式会社

4 

7 

運行系統

①＝カッコ内 チ オ オ÷チ＝ク リ ヌ ル ル÷チ
（チー（リ＋ヌ＋
ル））÷チ＝ヲ

1,512.5回 往21.7km ％ ％

(4.1回) 復21.7km 100.000 

往21.7km 往16.9km ％

復21.7km 復16.9km 77.880 

往21.7km 往4.8km ％

復21.7km 復4.8km 22.119 

2,124.5回 往29.4km ％ ％

(5.8回) 復29.4km 100.000 

往29.4km 往17.2km ％

復29.4km 復17.2km 58.503 

往29.4km 往4.8km ％

復29.4km 復4.8km 16.326 

往29.4km 往7.4km ％

復29.4km 復7.4km 25.170 

往51.1km 

復51.1km 

補助対象系統のキロ当たり経常収益

補助金交付要綱別表２（注）４．の適用がある場合 ３ヵ年平均 基準期間の前々年度 基準期間の前年度 基準期間

（チー（リ＋ヌ）÷チ
＝ヲ’

ワ ヘ×ワ以下の額：カ
ノ'とノ"のいずれか

少ない額
ノ

基準期間における
実車走行キロ当た
り経常収益の運賃
改定による増収分
f×コ÷(1＋コ）×フ

＝g

経常収益控除額
ケとgのいずれか少な

い額
h

補助金交付要綱別
表２（注）４．の適用
後のキロ当たり経

常収益
ノ'ーh＝ノ"

(d+e+f)/3=ノ'
経常収益

ヤ"

実車走行
キロ
マ"

補助対象系統の実
車走行キロ当たり

経常収益
ヤ"÷マ"=d

経常収益
ヤ'

実車走行
キロ
マ'

補助対象系統の実
車走行キロ当たり

経常収益
ヤ'÷マ'=e

経常収益
ヤ

実車走行
キロ
マ

補助対象系統の実
車走行キロ当たり

経常収益
ヤ÷マ=f

ノ×ワ以上の額：ヨ

100.000% 64,987.3km 29,037,625円 210円.63銭 39円.45銭 37円.40銭 210円.63銭 248円.03銭 11,897,560円 51,967.3 ㎞ 228円.94銭 12,923,538円 51,878.7 ㎞ 249円.11銭 15,546,249円 58,433.9 ㎞ 266円.04銭 13,688,274円 

100.000% 125,090.7km 55,893,026円 211円.22銭 40円.48銭 37円.40銭 211円.22銭 248円.62銭 28,013,181円 125,149.6 ㎞ 223円.83銭 31,183,449円 125,208.6 ㎞ 249円.05銭 34,109,105円 124,943.6 ㎞ 272円.99銭 26,421,657円 

合計 190,078.0km 84,930,651円 39,910,741円 177,116.9km 44,106,987円 177,087.3km 49,655,354円 183,377.5 ㎞ 40,109,931円 

補
助
ブ
ロ
ッ
ク
名

申
請
番
号

特
例
措
置

運行
系統名

計画運
行日数

計画運行回数

（　）

計画平均
乗車密度

計画輸
送量

系統キロ程
地域公共交通再編事業を実
施する区域におけるキロ程

系統キロ程と地域
公共交通再編事業
を実施する区域に
おけるキロ程との

比率

補助ブロック外
乗入部分のキロ程

同一補助ブロック都道府県外
乗入部分のキロ程

他路線との競合
部分に係るキロ程

他路線との競合率

補助ブロック外乗入
部分、同一補助ブ
ロック都道府県外
乗入部分及び他路
線との競合部分以
外のキロ程の比率

起点
主な

経由地
終点

4
姫路駅前～病院・
江鮒団地～福崎駅
前

姫路駅前 病院・江鮒団地 福崎駅前 365日 5.3 21.7人 

姫路市

福崎町

7
姫路駅前～南大貫
～北条営業所

姫路駅前 南大貫 北条営業所 365日 6.2 35.9人 

姫路市

福崎町

加西市

計 2系統 

補
助
ブ
ロ
ッ
ク
名

申
請
番
号

特
例
措
置

補助ブロック外乗入
部分及び同一補助
ブロック都道府県外
乗入部分以外のキ

ロ程の比率

計画実車走行
キロ

補助対象
経常費用
の見込額

補助対象系統の経
常収益の見込額

1
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表４　別表１及び別表３の補助事業の基準ハに基づき、協議会が「広域行政圏の中心市町村に準ずる生活基盤が
 　　　整備されている」と認めた市町村の一覧

都 道 府 県 名 広 域 行 政 圏 名 市 町 村 名 指 定 の 理 由

兵庫県 福崎町 人口約2万人を有する町で、県立高校や大型工業団地（福崎工業団地）等がある。

2
0



［記載要領]
1． この書類は、生活交通確保維持改善計画（地域間幹線系統確保維持計画を含む。以下同じ。）の策定主体である都道府県協議会等と協議の上、作成すること。
2． 各欄は、補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）に係る内容を運行系統ごとに記載すること。
3． 申請番号は、生活交通確保維持改善計画認定申請書の申請番号と同一のものとすること。
4． 起点及び終点は停留所名をもって記載し、主な経由地は他の運行系統と区別できる停留所名をもって記載すること。
5． 計画欄には、生活交通確保維持改善計画（地域間幹線系統確保維持計画を含む）に記載した補助対象期間に係る取組内容、実施主体、定量的な効果目標、

実施時期及びその他特記事項を、取組実績欄には、計画に対応した補助対象期間の実績をそれぞれ記載すること。
6． 備考欄には、今後の対応の方向性等特記すべき事項について記載すること。

兵庫県

地域公共交通確保維持事業の生産性を向上させる取組内容（令和９年度）

協議会等名
申請
番号

運行系統名 起点 主な経由地 終点
地域公共交通確保維持事業の生産性を向上させる取組

実施主体と実施時期
計 画 取組実績

姫路市
福崎町

神姫４
姫路駅前～病
院・江鮒団地
～福崎駅前

姫路駅前
マリア病院
江鮒団地

福崎駅前

①沿線の病院への通院を考慮したダイヤ設定による利用取り込みの継続
②バスロケーションシステムやICカード利用データを用いた、需要に応じた
運行計画の見直しの検討
③並走路線の再編による需要の集約検討
④姫路市と福崎町の連携コミュニティバス「ふくひめ号」とのダイヤ接続に
よる連携

＜定量的な効果目標＞ 
上記の取組みにより、収支改善率１％以上を目標とする。

①神姫バス株式会社
②神姫バス株式会社
③神姫バス株式会社
④姫路市・福崎町・神姫バス株式会社

＜実施時期＞
左記の取組は通年での実施を予定する。対外的な調整が必要な案
件は、実施の目途が立ち次第とする

姫路市
福崎町
加西市

神姫７
姫路駅前～南
大貫～北条営

業所
姫路駅前 南大貫 北条営業所

①沿線の通学需要に対応したダイヤ設定による利用取り込みの継続
②バスロケーションシステムやICカード利用データを用いた、需要に応じた
運行計画の見直しの検討
③並走路線の再編による需要の集約検討
④沿線自治体との連携によるバス時刻表の作成・配布
⑤加西市との福祉施策（優待乗車施策）の継続
⑥接続するコミュニティバスとの自社ICカード（NicoPa）による乗車券共通
化による需要喚起の継続

＜定量的な効果目標＞ 
上記の取組みにより、収支改善率１％以上を目標とする。

①神姫バス株式会社
②神姫バス株式会社
③神姫バス株式会社
④加西市 
⑤加西市
⑥加西市・神姫バス株式会社

＜実施時期＞
左記の取組は通年での実施を予定する。対外的な調整が必要な案
件は、実施の目途が立ち次第とする

2
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表６　車両の取得計画の概要

都 道 府 県
（ 市 区 町 村 ）

バ ス 事 業 者 等 名 補 助 対 象 車 両 数 車両減価償却費等に要する国庫補助額（千円）

神姫バス株式会社 4 49

兵庫県
（福崎町）

2
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表７　車両の取得を行う事業者（車両減価償却費等国庫補助金）

１．車両取得の概要

２年目以降（令和 9 年度）

姫路駅前～奥猫尾～社
姫路駅前～南山田～北条営業所

姫路駅前～南大貫～北条営業所

姫路駅前～杉之内～前之庄
姫路駅前～塩田～前之庄

【購入車両減価償却費】

○事業者の減価償却方法（定率法or定額法）※法令で認められた場合を除き、年度間での変更不可

【車両購入金融費用】

○事業者の返済方法（元利均等or元金均等）

【所要経費】 【負担者とその負担割合 】

事業者名 神姫バス株式会社

当該年度 初年度

初年度ﾍの額＝ﾅ ｳ ﾑ＋ｳ＝ﾉ ｵ ｸ ﾔ ﾏ×1/2=ｹ ﾗ-ﾏ=ﾌ

ﾅの額以内＝ｺ ｴ ﾃ ｱ ｱ×1/2=ｻ

負担者とその負担割合
都道府県 市区町村 その他の者 事業者自己負担

ﾏ＋ｱ ｹ＋ｻ 負担額 負担割合 負担額 負担割合 負担額 負担割合 負担額 負担割合

補助ブロック名 申請番号 確保維持路線名称又は区間
確保維持費国庫補助金申請番号

北近畿 4～7 第3・6・7・8・13号 第4・7・8・9・15号

定額法

申請番号
補助対象限度額

（円）
残存価額（円）

普通償却限度額
（円） 特別償却額（円） 償却限度額（円）

事業者償却額
（円）

ﾉとｵのうち少ない
方の額（円）

償却期間（月）
補助対象経費

計画額（千円）
＊残存価格

（円）
前年度ﾌ（2年目のみ

ﾀ）の額＝ﾗ
（定率法）ﾗ×0.4＝ム
（定額法）ﾅ×0.2＝ム

ｸ×ﾔ÷１２（月）=ﾏ
（最終年度）ｸ＝ﾏ

4 15,000,000 5,768,727 3,000,000 0 3,000,000 831,273 831,273 12 831,273 円 415.6 4,937,454

5 15,000,000 5,768,727 3,000,000 0 3,000,000 831,273 831,273 12 831,273 円 415.6 4,937,454

6 15,000,000 5,768,727 3,000,000 0 3,000,000 831,273 831,273 12 831,273 円 415.6 4,937,454

7 15,000,000 5,768,727 3,000,000 0 3,000,000 831,273 831,273 12 831,273 円 415.6 4,937,454

計 60,000,000 23,074,908 12,000,000 0 12,000,000 3,325,092 3,325,092 3,325 千円 1,662 19,749,816

申請番号
金融費用補助対

象額（円） 償還期間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（月）

今年度償還回数 借入利率（％）
年利　　

ｴと2.5％のうち低
い方の率（％）

補助対象経費 計画額（千円）

（自） （至）

円

円

計 千円

補助対象経費（千円） 計画額（千円） 補助ブ
ロック名

申請
番号

「その他の者」の
具体的概要

3,325 1,662 北近畿 1～3 220,000円 13% 1,440,000円 87% 2,400円 

合計 220,000円 1,440,000円 2,400円 
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